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(57)【要約】
【課題】ドライバが感じる操舵感が良好となる車線逸脱
抑制装置を提供する。
【解決手段】車線逸脱を抑制するための自動操舵トルク
をモータ８２に発生させることを指示するトルク制御信
号を出力するトルク制御部７６と、ドライバ操舵トルク
を検出するドライバ操舵トルク検出部７１と、ドライバ
のステアリング操作が急操作であることを判断するため
の第１キャンセル閾値、および、第１キャンセル閾値よ
りも低い第２キャンセル閾値と、ドライバ操舵トルクと
の比較に基づいて、自動操舵トルクをゼロとするか否か
を判定する制御可否判定部７２とを備え、トルク制御部
７６は、制御可否判定部７２が自動操舵トルクをゼロと
すると判定した場合であって、ドライバ操舵トルクが第
１キャンセル閾値以上である場合、即座に自動操舵トル
クをゼロにし、ドライバ操舵トルクが第１キャンセル閾
値よりも低いが第２キャンセル閾値以上である場合、自
動操舵トルクを漸減させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両が、走行中の車線から逸脱することを抑制するための自動操舵トルクをアクチュエ
ータに発生させることを指示するトルク制御信号を出力するトルク制御部（７６）と、
　ドライバが前記車両のステアリングに入力するトルクであるドライバ操舵トルクを検出
するドライバ操舵トルク検出部（７１）と、
　前記ドライバのステアリング操作が急操作であることを判断するための第１キャンセル
閾値、および、前記第１キャンセル閾値よりも低い第２キャンセル閾値と、前記ドライバ
操舵トルク検出部が検出した前記ドライバ操舵トルクとの比較に基づいて、前記自動操舵
トルクをゼロとするか否かを判定する制御中止判定部（７２）とを備え、
　前記トルク制御部は、
　前記制御中止判定部が前記自動操舵トルクをゼロとすると判定した場合には予め設定さ
れたトルク変化パターンで前記自動操舵トルクをゼロとするように前記トルク制御信号を
出力し、
　前記ドライバ操舵トルクが前記第１キャンセル閾値以上である場合、前記トルク変化パ
ターンを、即座に前記自動操舵トルクをゼロにするパターンとし、
　前記ドライバ操舵トルクが前記第１キャンセル閾値よりも低いが前記第２キャンセル閾
値以上である場合、前記トルク変化パターンを、前記自動操舵トルクを漸減させるパター
ンとすることを特徴とする車線逸脱抑制装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記制御中止判定部は、
　前記ドライバ操舵トルクの方向が前記自動操舵トルクの方向と同方向である場合には、
前記第１キャンセル閾値と前記ドライバ操舵トルクとの比較に基づいて、前記自動操舵ト
ルクをゼロとするか否かを判定し、
　前記ドライバ操舵トルクの方向が前記自動操舵トルクの方向と逆方向である場合には、
前記第１キャンセル閾値および前記第２キャンセル閾値と、前記ドライバ操舵トルクとの
比較に基づいて、前記自動操舵トルクをゼロとするか否かを判定することを特徴とする車
線逸脱抑制装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記制御中止判定部は、
　前記ドライバ操舵トルクが前記第１キャンセル閾値を超えている時間が予め設定された
第１キャンセル時間を超えたか否か、および、前記ドライバ操舵トルクが前記第２キャン
セル閾値を超えている時間が予め設定された第２キャンセル時間を超えたか否かに基づい
て、前記自動操舵トルクをゼロとするか否かを判定するようになっており、
　前記車両が車線を逸脱してしまう可能性、および、前記車両が車線変更する可能性の少
なくとも一方を判断するための予め設定されたモード選択条件に基づいて、前記自動操舵
トルクのキャンセル容易性が異なる複数のモードから一つのモードを選択し、
　選択した前記モードが、前記自動操舵トルクのキャンセルが相対的に容易であるモード
である場合、前記第２キャンセル閾値および前記第２キャンセル時間の少なくとも一方を
、前記モードが、前記自動操舵トルクのキャンセルが相対的に容易でないモードである場
合よりも、前記自動操舵トルクをゼロとする判定がされやすい値とすることを特徴とする
車線逸脱抑制装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　前記トルク制御部は、前記トルク変化パターンを、前記自動操舵トルクを漸減させるパ
ターンとする場合であって、前記車両が直線道路を走行中であると判定した場合には、前
記車両がカーブ道路を走行中であると判定した場合よりも、前記自動操舵トルクが緩やか
に漸減する前記トルク変化パターンとすることを特徴とする車線逸脱抑制装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両が、走行中の車線から逸脱することを抑制する車線逸脱抑制装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　車線逸脱抑制装置は、自車両が車線から逸脱する可能性があると判定すると、自車両の
進行方向を、車線逸脱を抑制する方向に向ける制御を行う。特許文献１、２に記載の装置
では、自車両の進行方向を、車線逸脱を抑制する方向に向けるために、操舵軸を回転させ
るトルク（以下、自動操舵トルク）をアクチュエータに発生させる制御を行う。
【０００３】
　また、特許文献１に記載の装置は、アクチュエータに自動操舵トルクを発生させている
間に、ドライバのステアリング操作により操舵軸にトルク（以下、ドライバ操舵トルク）
が入力された場合、一定条件下で、自動操舵トルクをキャンセルする。
【０００４】
　たとえば、自動操舵トルクを発生させている状態でドライバ操舵トルクが入力されたら
、そのドライバ操舵トルクの大きさに基づいて、キャンセル時間あるいはキャンセルトル
ク積分値を設定する。そして、ドライバ操舵トルクが入力されている時間がキャンセル時
間あるいはキャンセルトルク積分値を超えたら、自動操舵トルクの出力を中止する。
【０００５】
　また、特許文献１には、自動操舵トルクの方向とドライバ操舵トルクの方向とが同一方
向であるか逆方向であるかで、上記キャンセル時間、キャンセルトルク積分値を異ならせ
ることも記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－２０７１９号公報
【特許文献２】特開２０１５－３５６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の装置は、自動操舵トルクの方向とドライバ操舵トルクの方向とが同
一方向であるか逆方向であるかでキャンセル時間あるいはキャンセルトルク積分値を異な
らせている。しかし、自動操舵トルクの方向とドライバ操舵トルクの方向とが同一方向で
ある場合も逆方向である場合も、キャンセル条件が成立したら、即座に自動操舵トルクの
出力を中止する。
【０００８】
　しかし、即座に自動操舵トルクの出力を中止してしまうと、ステアリングを操作してい
るドライバにとっては、ステアリングからの反力が急に変化することになる。したがって
、ドライバが感じる操舵感が良好とはならない場合も生じる。
【０００９】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、ドライ
バが感じる操舵感がより良好となる車線逸脱抑制装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的は独立請求項に記載の特徴の組み合わせにより達成され、また、下位請求項は
、発明の更なる有利な具体例を規定する。特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一
つの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、
本発明の技術的範囲を限定するものではない。



(4) JP 2017-13527 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

【００１１】
　上記目的を達成するための本発明は、車両が、走行中の車線から逸脱することを抑制す
るための自動操舵トルクをアクチュエータに発生させることを指示するトルク制御信号を
出力するトルク制御部（７６）と、
　ドライバが車両のステアリングに入力するトルクであるドライバ操舵トルクを検出する
ドライバ操舵トルク検出部（７１）と、
　ドライバのステアリング操作が急操作であることを判断するための第１キャンセル閾値
、および、第１キャンセル閾値よりも低い第２キャンセル閾値と、ドライバ操舵トルク検
出部が検出したドライバ操舵トルクとの比較に基づいて、自動操舵トルクをゼロとするか
否かを判定する制御中止判定部（７２）とを備え、
　トルク制御部は、
　制御中止判定部が自動操舵トルクをゼロとすると判定した場合には予め設定されたトル
ク変化パターンで自動操舵トルクをゼロとするようにトルク制御信号を出力し、
　ドライバ操舵トルクが第１キャンセル閾値以上である場合、トルク変化パターンを、即
座に自動操舵トルクをゼロにするパターンとし、
　ドライバ操舵トルクが第１キャンセル閾値よりも低いが第２キャンセル閾値以上である
場合、トルク変化パターンを、自動操舵トルクを漸減させるパターンとすることを特徴と
する車線逸脱抑制装置である。
【００１２】
　ドライバのステアリング操作が急操作である場合、ドライバは、ステアリング操作に即
座に反応して操舵角が変化して欲しいと考えているはずである。本発明では、ドライバ操
舵トルクが、ドライバのステアリング操作が急操作であることを判断するための第１キャ
ンセル閾値以上である場合には、即座に自動操舵トルクをゼロにするトルク変化パターン
のトルク制御信号を出力する。これにより、ドライバのステアリング操作が急操作である
場合、ドライバのステアリング操作に即座に反応して操舵角が変化する。したがって、ド
ライバが急なステアリング操作をした場合に、ドライバが感じる操舵感が良好となる。
【００１３】
　また、本発明では、ドライバ操舵トルクが第１キャンセル閾値以上となる大きさでなく
ても、第２キャンセル閾値以上である場合にも、自動操舵トルクをゼロにする。つまり、
ドライバのステアリング操作が急なステアリング操作でなくても、ドライバがある程度、
ステアリングを操作した場合には自動操舵トルクをゼロにして、操舵をドライバに任せる
。
【００１４】
　しかし、ドライバのステアリング操作が急なステアリング操作でない場合には、自動操
舵トルクを漸減させる。これにより、ドライバがステアリングから受ける反力が急に変化
してしまうことが抑制される。したがって、ドライバのステアリング操作が急なステアリ
ング操作でない場合にも、ドライバが感じる操舵感が良好となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態の車線逸脱抑制システム１の全体構成図である。
【図２】図１の制御可否判定部７２の構成を詳しく示す図である。
【図３】図２のドライバ操作判定部７２４が実行する処理を示すフローチャートである。
【図４】図３のステップＳ１で選択するトルクモードを示す図である。
【図５】図３のステップＳ３で決定する判定条件を示す図である。
【図６】図１の制御状態決定部７３が決定する制御状態を示す図である。
【図７】図１のトルク制御部７６が実行する制御を示す図である。
【図８】第２実施形態においてトルク制御部７６が実行する制御を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　＜第１実施形態＞
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　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１に示す車線逸脱抑制システ
ム１は、図１に示すように、カメラ１０、車速センサ２０、ヨーレートセンサ３０、舵角
センサ４０、加速度センサ５０、白線認識装置６０、制御装置７０を備える。制御装置７
０は、本発明の車線逸脱抑制装置である。この車線逸脱抑制システム１は、電動パワース
テアリングシステム８０とともに、図示しない車両に搭載される。以下、この車線逸脱抑
制システム１が搭載されている車両を自車両という。
【００１７】
　カメラ１０は、自車両前方であって自車両周辺となる範囲を撮影するように、予め定め
られた位置に固定されている。このカメラ１０が撮影する範囲は、自車両が走行する車線
を区分する車線区分標示を撮影できる範囲となっている。カメラ１０は、単眼カメラでも
よく、複眼カメラでもよい。カメラ１０は、撮影範囲を所定のフレーム速度で周期的に撮
影し、撮影した画像を表す画像データを白線認識装置６０および制御装置７０に出力する
。
【００１８】
　車速センサ２０は、自車両の車速を検出する。そして、検出した車速を制御装置７０に
出力する。
【００１９】
　ヨーレートセンサ３０は、このヨーレートセンサ３０を通り、自車両の垂直軸周りの回
転角速度、すなわち、ヨーレートを検出する。そして、検出したヨーレートを制御装置７
０に出力する。
【００２０】
　舵角センサ４０は、自車の操舵角を検出するセンサであり、検出した操舵角を制御装置
７０に出力する。
【００２１】
　加速度センサ５０は、３軸の加速度センサであり、ｚ軸が車両の上下方向に平行になり
、ｙ軸が車両の幅方向と平行になり、ｘ軸が車両の前後方向に平行になるように向きが固
定されている。なお、３軸の加速度センサに代えて、ｘ軸、ｙ軸の２軸の加速度を検出す
る加速度センサを用いてもよい。また、ｙ軸のみの加速度を検出する加速度センサを用い
てもよい。加速度センサ５０は各軸の加速度の検出値を制御装置７０に送る。
【００２２】
　白線認識装置６０は、各画像データから車線区分標示を認識する。車線区分標示とは、
走行車線を区分する路面標示をいう。車線区分標示は、例えば白色などの路面とは識別可
能なペイントが道路に沿って線状に塗布されることで形成された線状の標示物である。ま
た、ペイントではなく、キャッツアイやランプのように光を発するものを道路に沿って配
置することで走行車線を区分する場合、これらも車線区分標示である。
【００２３】
　また、白線認識装置６０は、画像データにおいて車線区分標示が延びる方向に基づいて
、車線区分標示と自車両の進行方向とのなす角を算出する。また、自車両が走行する走行
車線の幅方向中央を基準とした自車両の幅方向中央の位置（以下、横位置）も算出する。
【００２４】
　白線認識装置６０は、認識した車線区分標示の位置、車線区分標示と自車両の進行方向
とのなす角、自車両の横位置を含んだ情報である認識情報を制御装置７０に出力する。
【００２５】
　制御装置７０には、車速センサ２０、ヨーレートセンサ３０、舵角センサ４０、加速度
センサ５０、白線認識装置６０から信号が入力される。これらの信号は、車内ＬＡＮを介
して入力されてもよいし、車内ＬＡＮを介さずに直接、制御装置７０に入力されてもよい
。
【００２６】
　制御装置７０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えたコンピュータである。ＣＰＵは、
ＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ、ＲＯＭなどの非遷移的実体的記録媒体(non-transit
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ory tangible storage media)に記憶されているプログラムを実行する。これにより、制
御装置７０は、ドライバ操舵トルク検出部７１、制御可否判定部７２、制御状態決定部７
３、目標値演算部７４、トルク演算部７５、トルク制御部７６として機能する。制御装置
７０は、入力された信号を、フィルタ処理等の前処理を行なった上で、これら各部７１～
７６で利用する。なお、制御装置７０が実行する機能の一部または全部を、一つあるいは
複数のＩＣ等によりハードウェア的に構成してもよい。制御装置７０が実行する機能につ
いて説明する前に、電動パワーステアリングシステム８０を説明する。
【００２７】
　電動パワーステアリングシステム８０は、ＥＰＳ－ＥＣＵ８１と、モータ８２と、舵角
変化機構８３とを備える。ＥＰＳ－ＥＣＵ８１は、操舵軸を回転させるアクチュエータで
あるモータ８２を制御することで、自車両の操舵角を制御するＥＣＵである。ＥＰＳ－Ｅ
ＣＵ８１には、制御装置７０からトルク制御信号が入力される。このトルク制御信号は、
モータ８２に発生させる自動操舵トルクを表す信号である。自動操舵トルクは、自車両が
走行中の車線から逸脱することを抑制するために操舵軸を回転させるトルクである。
【００２８】
　ＥＰＳ－ＥＣＵ８１は、トルク制御信号が入力された場合には、そのトルク制御信号が
表す自動操舵トルクをモータ８２が発生するように、モータ８２に流れる電流を制御する
。また、ＥＰＳ－ＥＣＵ８１は図示しないトルクセンサから操舵トルクを取得し、この操
舵トルクを表す信号を制御装置７０に出力する。このトルクセンサは周知の電動パワース
テアリングシステムに備えられる周知の構成である。
【００２９】
　また、ＥＰＳ－ＥＣＵ８１は、ドライバによりステアリングが操作された場合には、ス
テアリング操作力を軽減させるためのトルクであるアシストトルクをモータ８２に発生さ
せる。
【００３０】
　モータ８２は、自動操舵トルクおよびアシストトルクを発生するものであり、舵角変化
機構８３が備える操舵軸あるいは操舵軸と連動して回転する回転軸に接続されている。自
動操舵トルクおよびアシストトルクは、この回転軸を回転させるトルクである。
【００３１】
　舵角変化機構８３は、操舵角を変化させる機械的機構であり、ラック軸、操舵軸、ラッ
クギヤ、ピニオンギヤ、減速機などを備えた公知の構成である。
【００３２】
　（制御装置７０の機能）
　次に、制御装置７０の機能について説明する。ドライバ操舵トルク検出部７１は、ＥＰ
Ｓ－ＥＣＵ８１から操舵トルクを取得する。そして、操舵トルクに基づいて、ドライバが
ステアリングに入力するトルクであるドライバ操舵トルクを周期的に決定する。
【００３３】
　具体的には、たとえば、モータ８２がトルクを発生していないときは、操舵トルクをそ
のままドライバ操舵トルクとすることができる。モータ８２がトルクを発生しているとき
は、操舵トルクから、モータ８２が発生しているトルクを減算する。また、適宜、路面入
力トルク等を考慮した補正を行なってドライバ操舵トルクを決定してもよい。モータ８２
が発生しているトルクは、実測値でもよいし、ＥＰＳ－ＥＣＵ８１が出しているトルク制
御信号が表している自動操舵トルクでもよい。
【００３４】
　制御可否判定部７２は、トルク制御部７６が、車線逸脱抑制制御を行うことができるか
否かを判定する。車線逸脱抑制制御は、具体的には、図７に示すトルクステップゼロ制御
７６１、通常トルク制御７６２、トルク漸減制御７６３を意味する。これらの制御の内容
については後述する。
【００３５】
　制御可否判定部７２は、すでに制御装置７０がトルク制御信号を出力中の状態において
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、車線逸脱抑制制御を行うことができないと判定した場合には、自動操舵トルクをゼロに
する、すなわち、車線逸脱抑制制御をキャンセルすると判定することになる。したがって
、この制御可否判定部７２は、請求項の制御中止判定部に相当する。
【００３６】
　制御可否判定部７２は、図２に示すように、システム条件判定部７２１、車速範囲判定
部７２２、手放し判定部７２３、ドライバ操作判定部７２４を備える。
【００３７】
　制御可否判定部７２は、図２に示す各部７２１～７２４における判定結果に基づいて、
車線逸脱抑制制御が実行できる状態、および、車線逸脱抑制制御の実行を禁止する状態の
いずれであるかを表すキャンセルフラグを更新する。また、車線逸脱抑制制御を終了する
場合に、自動操舵トルクをゼロステップで低下させる制御、および、自動操舵トルクを漸
減させる制御のいずれの制御を実行するかを表すトルクゼロステップフラグの状態も更新
する。そして、更新したキャンセルフラグを制御状態決定部７３に出力し、更新したトル
クゼロステップフラグをトルク制御部７６に出力する。
【００３８】
　システム条件判定部７２１は、車線逸脱抑制システム１が備える構成要素に故障がない
かどうかを判定する。この判定は、各センサから信号を取得して故障の有無を判定する。
システム条件判定部７２１が、車線逸脱抑制システム１が備える構成要素に一つでも故障
があると判定した場合には、制御可否判定部７２は、車線逸脱抑制制御を行うことができ
ないと判定する。
【００３９】
　車速範囲判定部７２２は、自車両の車速が、予め設定された制御許可範囲内の車速であ
るか否かを判定する。制御許可範囲は、下限のみが規定されている範囲でもよい。制御許
可範囲の下限は、たとえば、５０ｋｍ／ｈである。また、制御許可範囲は、制御開始時の
制御許可範囲と、制御終了の制御許可範囲が異なっていてもよい。
【００４０】
　車速範囲判定部７２２が、自車両の車速が制御許可範囲内の車速であると判定した場合
、制御可否判定部７２は、車線逸脱抑制制御を行うことができると判定する。車速範囲判
定部７２２が、自車両の車速が制御許可範囲内の車速でないと判定した場合、制御可否判
定部７２は、車線逸脱抑制制御を行うことができないと判定する。
【００４１】
　手放し判定部７２３は、ドライバがステアリングから手を離している状態であるか否か
を判定する。この判定には、ドライバ操舵トルク検出部７１が検出したドライバ操舵トル
クを用いる。一定期間、ドライバ操舵トルクが閾値以下である状態が継続したら、ドライ
バがステアリングから手を離している状態であると判定する。
【００４２】
　手放し判定部７２３が、ドライバがステアリングから手を離していないと判定した場合
、制御可否判定部７２は、車線逸脱抑制制御を行うことができると判定する。手放し判定
部７２３が、ドライバがステアリングから手を離していると判定した場合、制御可否判定
部７２は、車線逸脱抑制制御を行うことができないと判定する。
【００４３】
　ドライバ操作判定部７２４は、ドライバが自車両を操作しているか否かを判定する。ド
ライバ操作判定部７２４が、ドライバが自車両を操作していないと判定した場合、制御可
否判定部７２は、車線逸脱抑制制御を行うことができると判定する。ドライバ操作判定部
７２４が、ドライバが自車両を操作していると判定した場合、制御可否判定部７２は、車
線逸脱抑制制御を行うことができないと判定する。
【００４４】
　ドライバが自車両を操作しているか否かは、たとえば、ドライバがステアリングを操作
しているか否かから判定する。また、ステアリング操作以外にも、ドライバ操作判定部７
２４は、ドライバによるブレーキ操作、アクセル操作、方向指示器の操作からも、ドライ
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バが自車両を操作しているか否かを判定する。ブレーキ操作、アクセル操作、方向指示器
の操作が、それぞれ、操作の有無、操作量が閾値以上など所定の条件を満たす場合に、ド
ライバが自車両を操作していると判定する。
【００４５】
　ドライバ操作については、図３に示す処理にしたがって、ドライバが自車両を操作して
いるか否かを判定する。まず、ステップＳ１において、トルクモードを選択する。トルク
モードには、図４に示す、ｎｏｍａｌ、ｅａｓｙ、ｅａｓｉｅｒの３つのモードがある。
これらは、自動操舵トルクのキャンセル容易性により区分したモードである。ｅａｓｉｅ
ｒが最も自動操舵トルクをキャンセルしてよい状況で成立するモードであり、ｅａｓｙは
、ｅａｓｉｅｒに次いで自動操舵トルクをキャンセルしてよい状況で成立するモードであ
る。
【００４６】
　デフォルトはｎｏｍａｌモードである。エンジンスタート後、操舵トルク、舵角、舵角
速度などの車両情報、白線認識装置６０が認識した車線区分標示を含んでいる認識情報な
ど、所定の情報を正常に受信できた場合に、初期モードがこのｎｏｍａｌモードとなる。
【００４７】
　図４に示すように、ｎｏｍａｌ、ｅａｓｙ、ｅａｓｉｅｒ間は、モード選択条件Ｄ、Ｅ
、Ｆにより遷移する。モード選択条件Ｄはｅａｓｉｅｒに遷移する条件である。モード選
択条件Ｄは、条件Ｄ１と条件Ｄ２を備える。条件Ｄ１は、自動操舵トルクにより、自車両
が、後述する目標値演算部７４が演算した目標ラインにおける最大逸脱位置から、車線中
央に向けて戻っている状態であるという条件である。なお、最大逸脱位置は、自車両の横
位置が、最も車線幅方向中央から離れている位置を意味する。条件Ｄ１が成立しているか
否かは、白線認識装置６０から取得する認識情報に含まれている自車両の横位置、車線区
分標示と自車両の進行方向とのなす角から判断する。
【００４８】
　条件Ｄ２は、自車両の横位置が逸脱を抑制しようとしている車線内であるという条件で
ある。条件Ｄ２が成立しているか否かも認識情報から判断する。これらの条件Ｄ１、Ｄ２
がともに成立した場合には、トルクモードをｅａｓｉｅｒとする。
【００４９】
　モード選択条件Ｄがこの条件になっている理由は、モード選択条件Ｄが成立する場合、
車線逸脱抑制制御が終了しつつある状況であり、ドライバによるステアリング操作があっ
た場合には、車線逸脱抑制制御をキャンセルしてしまっても、自車両が車線を逸脱してし
まう可能性は低いからである。つまり、モード選択条件Ｄは、自車両が車線を逸脱してし
まう可能性を判断する条件である。モード選択条件Ｄが成立する場合、自車両が車線を逸
脱してしまう可能性は低いので、ドライバの意図が反映されているステアリング操作を優
先させるのである。
【００５０】
　モード選択条件Ｅはｅａｓｙに遷移する条件である。モード選択条件Ｅは、条件Ｅ１、
Ｅ２、Ｅ３を備える。条件Ｅ１は、自車両が走行中の区間が工事区間であるという条件で
ある。この条件が成立しているか否かを判断するために、カメラ１０から取得する画像デ
ータを解析する。画像データ内に工事区間であることを示す標識等を検出した場合は、自
車両が走行中の区間が工事区間であると判断する。
【００５１】
　条件Ｅ２は、自車両の前方または側方に他車両が存在しているという条件である。この
条件が成立しているか否かも画像データを解析して判断する。画像データ内の所定の範囲
に他車両が検出できた場合は、自車両の前方または側方に他車両が存在していると判断す
る。
【００５２】
　条件Ｅ３は、自車両の前方に分岐があるという条件である。この条件が成立しているか
否かは、白線認識装置６０から取得する認識情報から判断する。条件Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３の
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いずれか１つが成立したら条件Ｅが成立したと判断する。
【００５３】
　モード選択条件Ｅがこの条件になっている理由は、モード選択条件Ｅが成立する場合、
ドライバがステアリングを操作する可能性が高いので、ドライバによるステアリング操作
があった場合に、すみやかに車線逸脱抑制制御を終了できるようにするためである。つま
り、モード選択条件Ｅは、自車両が車線変更する可能性を判断する条件である。
【００５４】
　モード選択条件Ｆはｎｏｍａｌに遷移する条件である。モード選択条件Ｆは、モード選
択条件Ｄ、モード選択条件Ｅがいずれも成立しないという条件である。
【００５５】
　ステップＳ１においてｎｏｍａｌ、ｅａｓｙ、ｅａｓｉｅｒのいずれかのトルクモード
を選択したら、ステップＳ２に進む。ステップＳ２では、ドライバ操舵トルクの方向と自
動操舵トルクの方向とが、同じ方向であるか、反対方向であるかを判定する。以下、ドラ
イバ操舵トルクの方向と自動操舵トルクの方向が同方向であることを同相といい、ドライ
バ操舵トルクの方向と自動操舵トルクの方向が逆方向であることを逆相という。
【００５６】
　なお、ドライバ操舵トルクおよび自動操舵トルクのいずれか少なくとも一方がゼロであ
る場合には、同相および逆相のうち、予め設定された側とする。あるいは、ドライバ操舵
トルクおよび自動操舵トルクのいずれか少なくとも一方がゼロである場合には、図３の処
理を終了してもよい。
【００５７】
　ステップＳ３では、車線逸脱抑制制御をキャンセルすると判定するための判定条件を決
定する。この判定条件を図５に示す。図５に示すように、判定条件は、ステップＳ１で選
択したトルクモードと、ステップＳ２で判定したトルク方向から定まる。なお、図５にお
いて、Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３、Ｎ４はドライバ操舵トルクに対して予め設定された閾値であり
、Ｎ１＜Ｎ２＜Ｎ３＜Ｎ４である。また、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３はドライバ操舵トルクがトル
ク閾値以上になっている継続時間に対して設定されている閾値であり、Ｐ１＜Ｐ２＜Ｐ３
である。なお、Ｐ１は請求項の第１キャンセル時間に相当し、Ｐ２、Ｐ３は請求項の第２
キャンセル時間に相当する。
【００５８】
　同相についての判定条件は、トルクモードによらず同じである。逆相についても、ｅａ
ｓｉｅｒとｅａｓｙは同じ条件となっており、ｎｏｍａｌは、ｅａｓｉｅｒやｅａｓｙよ
りも成立しにくい条件となっている。さらに、逆相については、全モードに共通の判定条
件として、同相と同じ判定条件も備える。
【００５９】
　全モード共通の判定条件や、同相についての判定条件におけるトルク閾値Ｎ４は、ドラ
イバが急なステアリング操作をしないと超えない大きな値に設定されている。このトルク
閾値Ｎ４は請求項の第１キャンセル閾値に相当する。トルク閾値Ｎ４の大きさは、実験に
基づいて決定される。また、トルク閾値Ｎ４よりも小さいトルク閾値Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３は
請求項の第２キャンセル閾値に相当する。
【００６０】
　ステップＳ４では、ドライバ操舵トルク検出部７１が検出したドライバ操舵トルクが、
ステップＳ３で決定した判定条件を満たすか否かを判断する。加えて、このステップＳ４
では、舵角および舵角速度に対する判定条件を満たしているかも判断する。舵角および舵
角速度に対する判定条件は、それらに対して、それぞれ予め設定された判定閾値を超えて
いるか否かである。ステップＳ４の判断がＮＯであれば図３に示す処理を終了する。一方
、ステップＳ４の判断がＹＥＳであればステップＳ５に進む。
【００６１】
　ステップＳ５では、トルクステップゼロフラグを、成立した判定条件に対応付けられて
いる状態に更新する。図５に示す判定条件については、対応するトルクステップゼロフラ
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グの状態も、図５に示している。
【００６２】
　図５に示すように、同相の場合および逆相における全モード共通の判定条件が成立した
場合には、トルクステップゼロフラグをオンにする。トルクステップゼロフラグは、車線
逸脱抑制制御を終了する際に、ゼロステップで自動操舵トルクをゼロにする、すなわち即
座に自動操舵トルクをゼロにすることを意味する。
【００６３】
　同相の場合および逆相における全モード共通の判定条件が成立した場合にトルクステッ
プゼロフラグをオンにする理由は、これらの判定条件において設定されているトルク閾値
Ｎ４は、急なステアリング操作をしないと超えない値になっているからである。ドライバ
が急なステアリング操作をする場合、ドライバは、自分のステアリング操作に即座に反応
して操舵角が変化して欲しいと考えているはずである。そこで、トルクゼロステップフラ
グをオンにする。
【００６４】
　一方、逆相のｎｏｍａｌ、ｅａｓｙ、ｅａｓｉｅｒにおける判定条件を設定している場
合において、その判定条件が成立したら、トルクステップゼロフラグをオフにする。トル
クステップゼロフラグがオフである場合には、車線逸脱抑制制御を終了する際に、自動操
舵トルクを漸減させることになる。
【００６５】
　逆相のｎｏｍａｌ、ｅａｓｙ、ｅａｓｉｅｒにおける判定条件が成立する状況では、ド
ライバがステアリングを操作しているものの、それほど急なステアリング操作ではない。
また、ドライバがステアリングを操作している状態では、ドライバは、ステアリングから
受ける反力により、自動操舵トルクの大きさを感じ取る。
【００６６】
　急なステアリング操作でない場合には、ドライバは、自動操舵トルクの変化を感じ取る
余裕がある。そのため、自動操舵トルクが急にゼロになってしまうと、ドライバが感じる
操舵感に違和感が生じる。そこで、逆相のｎｏｍａｌ、ｅａｓｙ、ｅａｓｉｅｒにおける
判定条件が成立する状況では、車線逸脱抑制制御を終了する際には、自動操舵トルクを漸
減させるのである。自動操舵トルクを漸減させれば、即座に自動操舵トルクをゼロにする
場合よりも、自動操舵トルクの変化が分かりにくいので、ドライバが感じる操舵感が良好
に成る。
【００６７】
　ステップＳ６では、いずれの判定条件が成立した場合にも、制御状態を抑制状態とする
。舵角が判定条件を満たす場合、舵角速度が判定条件を満たす場合にも、制御状態を抑制
状態とする。
【００６８】
　制御可否判定部７２は、システム条件判定部７２１、車速範囲判定部７２２、手放し判
定部７２３、ドライバ操作判定部７２４のいずれかにおいて、車線逸脱抑制制御を行うこ
とができないと判定した場合、あるいは、制御状態を抑制状態とした場合には、キャンセ
ルフラグを車線逸脱抑制制御の実行を禁止する状態を表す値とする。また、トルクステッ
プゼロフラグを、各部７２１～７２４の判定結果に基づいて定まる値として、トルク制御
部７６に出力する。
【００６９】
　説明を図１に戻す。制御状態決定部７３は、図６に示す３つの制御状態から選択して、
現在の制御状態を決定する。図６に示すように、制御状態には、抑制状態と、待機状態と
、制御中状態とがある。
【００７０】
　待機状態は、車線逸脱抑制制御の実行が許可されている状態であるが、車線逸脱抑制制
御を実行していない状態である。制御中状態は、車線逸脱抑制制御を実行している状態で
ある。抑制状態は、車線逸脱抑制制御の実行が禁止されている状態であり、制御中状態で
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ある状態において、抑制状態になった場合には、車線逸脱抑制制御を終了する。なお、こ
の制御状態は、右方向に車線を逸脱することを抑制するための車線逸脱抑制制御と、左方
向に車線を逸脱することを抑制するための車線逸脱抑制制御に対してそれぞれ定める。
【００７１】
　前述したステップＳ６を実行した場合には、制御状態を抑制状態とする。また、待機状
態から抑制状態に遷移する条件は、待機状態において、ドライバ操作を検出した場合、車
線区分標示が認識できない場合などである。反対に、抑制状態において、待機状態から抑
制状態に遷移する条件が成立しない場合には、待機状態とする。
【００７２】
　待機状態において、自車両が、現在走行中の車線から逸脱する可能性があるかと判定し
た場合には、制御中状態に遷移する。
【００７３】
　自車両が、現在走行中の車線から逸脱する可能性があると判定する条件は、たとえば以
下である。自車両から車線区分標示までの横方向距離ｄが予め設定された距離閾値ＴＨｄ
よりも短くなり、かつ、自車両の正面がその車線区分標示の方向を向いている場合に、自
車両が車線を逸脱する可能性があると判定する。
【００７４】
　上記判定において、自車両から車線区分標示までの横方向距離ｄを算出するための自車
両の横位置は、たとえば、車線区分標示側の前輪車軸の端の位置とする。この位置から、
車線区分標示の自車両側境界までの車線幅方向の距離を横方向距離ｄとする。
【００７５】
　自車両の正面が車線区分標示の方向を向いているか否かは、白線認識装置６０が認識し
た車線区分標示が延びる方向から判定する。白線認識装置６０が認識した車線区分標示が
延びる方向は、自車両の向きに対して車線区分標示が延びる方向に対応していることから
、白線認識装置６０が認識した車線区分標示が延びる方向から、自車両の正面が車線区分
標示の方向を向いているかを判断できる。
【００７６】
　また、自車両の位置が車線区分標示と一致するまでの逸脱予測時間を算出し、この逸脱
予測時間が時間閾値ＴＨｔ以下になった場合に、自車両が車線を逸脱する可能性があると
判定してもよい。
【００７７】
　逸脱予測時間は、自車両から車線区分標示までの横方向距離ｄを、自車両の横速度Ｖｙ
で割ることにより算出する。自車両の横速度Ｖｙは、前述した横方向距離ｄの時間変化か
ら算出する。また、加速度センサ５０から取得するｙ軸の検出値、すなわち横方向加速度
を積分して算出してもよい。
【００７８】
　目標値演算部７４は、制御状態決定部７３が制御状態を制御中状態に遷移した場合に、
車線逸脱抑制制御を実行するために、目標ラインおよび目標操舵角を決定する。
【００７９】
　目標ラインは、公知の種々の方法で設定することができる。たとえば、特許文献２に記
載されている方法で設定することができる。特許文献２では、車線区分標示の曲率に所定
値を加えた曲率を、逸脱を抑制するための第１目標ラインとしている。また、この第１目
標ラインよりも小さい曲率を、逸脱が抑制された後、自車両の進行方向を車線に沿う方向
とするための目標ラインである第２目標ラインに設定している。
【００８０】
　目標操舵角は、自車両を、目標ラインに沿って走行させるために制御目標とする操舵角
である。目標操舵角は、目標ラインに加えて、舵角センサ４０が検出する実際の操舵角や
、ヨーレートセンサ３０が検出するヨーレートを用いて決定する。目標操舵角を決定する
方法も公知であるので、これ以上の説明は省略する。
【００８１】
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　トルク演算部７５は、目標値演算部７４が演算した目標操舵角になるように自動操舵ト
ルクを決定する。そして、決定した自動操舵トルクをトルク制御部７６に出力する。
【００８２】
　トルク制御部７６は、トルク演算部７５が決定した自動操舵トルクを取得し、制御状態
決定部７３から最新の制御状態を取得し、制御可否判定部７２からトルクステップゼロフ
ラグを取得する。そして、制御状態とトルクステップゼロフラグの状態から、図７に示す
いずれの制御を実行するかを決定する。
【００８３】
　図７には、トルクステップゼロ制御７６１、通常トルク制御７６２、トルク漸減制御７
６３、トルクなし制御７６４の４種類の制御が示されている。トルクステップゼロ制御７
６１は、自動操舵トルクをゼロステップで低下させる制御である。このゼロステップは、
即座に自動操舵トルクをゼロにするトルク変化パターンである。通常トルク制御７６２は
、トルク演算部７５が演算した自動操舵トルクをモータ８２に発生させる制御である。ト
ルク漸減制御７６３は、所定の漸減勾配α１（Ｎｍ／ｓ）で低下させるトルク変化パター
ンで、自動操舵トルクをゼロまで低下させる制御である。この漸減勾配α１は初期値が設
定されているが、値を変更することもできる。トルクなし制御７６４は、自動操舵トルク
を出力しない状態を維持する制御である。
【００８４】
　これらの制御７６１～７６４のいずれを実行するかは、図７に示すトルク調停条件Ｔ１
～Ｔ７を用いて決定する。
【００８５】
　トルク調停条件Ｔ１は、トルクステップゼロフラグがオンであるという条件である。ト
ルクステップゼロ制御７６１ではない制御、すなわち、通常トルク制御７６２、トルク漸
減制御７６３、トルクなし制御７６４のいずれかが設定されている状態で、トルク調停条
件Ｔ１が成立したら、トルク制御部７６が実行する制御としてトルクステップゼロ制御７
６１を設定する。
【００８６】
　トルク調停条件Ｔ２は、トルクステップゼロフラグがオンではない、すなわち、トルク
ステップゼロフラグがオフであるという条件である。トルクステップゼロ制御７６１が選
択されている状態でトルク調停条件Ｔ２が成立した場合には、トルク漸減制御７６３を設
定する。
【００８７】
　トルク調停条件Ｔ３は、トルクステップゼロフラグがオフであり、かつ、制御状態が制
御中状態であるという条件である。トルク調停条件Ｔ４は、トルクステップゼロフラグが
オフであり、かつ、制御状態が抑制状態であるという条件である。トルク調停条件Ｔ５は
、トルクステップゼロフラグがオフであり、かつ、制御状態が待機状態であるという条件
である。
【００８８】
　トルク調停条件Ｔ６は、トルクステップゼロフラグがオフであり、かつ、制御状態が抑
制状態であるという条件である。トルク調停条件Ｔ７は、トルクステップゼロフラグがオ
フであり、かつ、制御状態が制御中状態であるという条件である。
【００８９】
　トルク制御部７６は、トルクステップゼロ制御７６１、通常トルク制御７６２、トルク
漸減制御７６３、トルクなし制御７６４のうち、トルク調停条件Ｔ１～Ｔ７に基づいて決
定した制御を実行する。そして、決定した制御に応じて定まる自動操舵トルクを指示する
トルク制御信号をＥＰＳ－ＥＣＵ８１に出力する。
【００９０】
　ここで、トルク漸減制御７６３は、トルク調停条件Ｔ２、Ｔ４、Ｔ６のいずれかが成立
した場合に実行する。トルク調停条件Ｔ２、Ｔ４、Ｔ６は、いずれも、トルクステップゼ
ロフラグがオフであるという条件を含んでいる。
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【００９１】
　トルクステップゼロフラグは、図５を用いて説明したように、トルク方向が逆相であっ
て、全モード共通の判定条件以外の判定条件である個別判定条件が成立した場合にオフに
なる。トルク方向が逆相である場合における個別判定条件は、いずれも、ドライバ操舵ト
ルクがトルク閾値Ｎ４よりも小さいが、トルク閾値Ｎ１～Ｎ３のいずれか以上である場合
に成立する。
【００９２】
　したがって、トルク漸減制御７６３は、ドライバ操舵トルクがトルク閾値Ｎ４よりも小
さいが、トルク閾値Ｎ１～Ｎ３のいずれか以上である場合に実行することになる。
【００９３】
　（第１実施形態の効果）
　本実施形態では、制御可否判定部７２は、ドライバのステアリング操作が急操作である
ことを判断するためのトルク閾値Ｎ４を備える判定条件が成立した場合には、トルクステ
ップゼロフラグをオンにして（Ｓ５）、制御状態を抑制状態とする（Ｓ６）。トルクステ
ップゼロフラグがオンである場合、トルク制御部７６は、トルクステップゼロ制御７６１
を実行して、即座に自動操舵トルクをゼロにするトルク変化パターンのトルク制御信号を
出力する。
【００９４】
　これにより、ドライバのステアリング操作が急操作である場合、ドライバのステアリン
グ操作に即座に反応して操舵角が変化するので、ドライバが感じる操舵感が良好となる。
【００９５】
　一方、制御可否判定部７２は、トルク閾値Ｎ４よりも小さい値であるトルク閾値Ｎ１、
Ｎ２、Ｎ３を備える判定条件が成立した場合には、トルクステップゼロフラグをオフにし
て（Ｓ５）、制御状態を抑制状態とする（Ｓ６）。トルクステップゼロフラグがオフであ
って、制御状態が抑制状態である場合、トルク制御部７６は、トルク漸減制御７６３を実
行することで、予め設定された漸減勾配α１で自動操舵トルクが低下するようにトルク制
御信号を出力する。これにより、ドライバがステアリングから受ける反力が急に変化して
しまうことが抑制されるので、ドライバのステアリング操作が急なステアリング操作でな
い場合にも、ドライバが感じる操舵感が良好となる。
【００９６】
　また、本実施形態では、ドライバ操舵トルクの方向と自動操舵トルクの方向が同相であ
る場合には、判定条件が備えるトルク閾値は、ドライバが急なステアリング操作を判定す
るためのトルク閾値Ｎ４のみである。したがって、ドライバ操舵トルクの方向と自動操舵
トルクとが同相である場合には、ドライバが急なステアリング操作をした場合にしか、自
動操舵トルクをキャンセルしない。これにより、必要以上に、自動操舵トルクをキャンセ
ルしてしまうことを抑制できる。
【００９７】
　一方、ドライバ操舵トルクの方向と自動操舵トルクとが逆相である場合には、判定条件
は、トルク閾値Ｎ４に加えて、少なくともトルク閾値Ｎ１を備える。このトルク閾値Ｎ１
は、トルク閾値Ｎ４よりも小さい。したがって、ドライバ操舵トルクの方向と自動操舵ト
ルクとが逆相である場合には、比較的小さいドライバ操舵トルクでも、自動操舵トルクを
キャンセルすることになる。
【００９８】
　ドライバ操舵トルクの方向と自動操舵トルクの方向とが逆相である場合には、自動操舵
トルクが発生していることによる違和感が大きい。しかし、本実施形態では、ドライバ操
舵トルクの方向と自動操舵トルクとが逆相である場合には、比較的小さいドライバ操舵ト
ルクでも自動操舵トルクをキャンセルするので、ドライバが感じる操舵感が良好となる。
【００９９】
　また、本実施形態では、自動操舵トルクのキャンセル容易性により区分した３つのトル
クモードから１つのトルクモードを選択する（Ｓ１）。トルクモードを選択する際には、
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自車両が車線を逸脱してしまう可能性を判断する条件であるモード選択条件Ｄと、自車両
が車線変更する可能性を判断する条件であるモード選択条件Ｅを用いる。そして、選択し
たトルクモードに応じた判定条件を決定して（Ｓ３）、判定条件を満たすか否かを判断す
る（Ｓ４）。これにより、自車両が車線を逸脱してしまう可能性および自車両が車線変更
する可能性に応じて、自動操舵トルクをキャンセルするか否かを決定することができる。
よって、適切な状況で自動操舵トルクをキャンセルすることができる。これによっても、
ドライバが感じる操舵感が良好となる。
【０１００】
　＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態を説明する。この第２実施形態以下の説明において、それまでに使
用した符号と同一番号の符号を有する要素は、特に言及する場合を除き、それ以前の実施
形態における同一符号の要素と同一である。また、構成の一部のみを説明している場合、
構成の他の部分については先に説明した実施形態を適用できる。
【０１０１】
　第２実施形態では、トルク制御部７６は、図７に示す制御に代えて、図８に示す制御を
実行する。図７と図８の相違は、図８では、トルク漸減制御７６３が直線中制御７６３１
と、カーブ中制御７６３２の２つに分かれている点、および、これに伴いトルク調停条件
Ｔ８、Ｔ９も備えている点である。
【０１０２】
　直線中制御７６３１およびカーブ中制御７６３２は、いずれも、自動操舵トルクをゼロ
まで漸減させる制御である。違いは、自動操舵トルクを漸減させる勾配である。直線中制
御７６３１において自動操舵トルクを漸減させる勾配をα２（Ｎｍ／ｓ）、カーブ中制御
７６３２において自動操舵トルクを漸減させる勾配をα３（Ｎｍ／ｓ）とすると、α２＜
α３である。なお、α２はα１と同じであってもよいし、異なっていてもよい。
【０１０３】
　トルク調停条件Ｔ８は、トルクステップゼロフラグがオフ、かつ、制御状態が抑制状態
、かつ、走行中の道路が直線道路であるという条件である。走行中の道路が直線道路であ
るか否かは、白線認識装置６０から取得する車線区分標示の形状から判断する。たとえば
、車線区分標示の曲率が１／３０００以下であれば走行中の道路は直線道路であるとする
。
【０１０４】
　トルク調停条件Ｔ９は、トルクステップゼロフラグがオフ、かつ、制御状態が抑制状態
、かつ、走行中の道路がカーブ道路であるという条件である。走行中の道路が、上述した
直線道路の条件を満たさない場合、走行中の道路はカーブ道路であるとする。
【０１０５】
　α２＜α３であることから、直線中制御７６３１の方が、相対的に長い時間をかけて自
動操舵トルクをゼロにすることになる。
【０１０６】
　つまり、第２実施形態では、自動操舵トルクを漸減させる場合であって、自車両が直線
道路を走行中であると判定した場合には、自車両がカーブ道路を走行中であると判定した
場合よりも、自動操舵トルクを緩やかに漸減させる。換言すれば、自車両がカーブ道路を
走行中であると判定した場合には、自車両が直線道路を走行中であると判定した場合より
も、自動操舵トルクを急勾配で漸減させる。
【０１０７】
　カーブ道路に沿って自車両が走行するためには、操舵角がゼロではない角度となってい
る必要がある。そのため、ドライバはステアリング操作中にステアリングから感じる反力
は、自車両が直線道路を走行中である場合よりも大きい。
【０１０８】
　したがって、自車両がカーブ道路を走行中の場合には、ドライバは、ステアリング操作
中に生じる自動操舵トルクの変化が分かりにくい。換言すれば、自車両が直線道路を走行
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中の場合には、カーブ道路を走行中の場合よりも、ドライバは、ステアリングから受ける
反力により自動操舵トルクの変化を感じやすい。
【０１０９】
　そこで、第２実施形態では、自車両の走行中の道路が走行道路であるかカーブ道路であ
るかにより、自動操舵トルクを漸減させる勾配を変化させる。これにより、自車両の走行
中の道路が走行道路である場合も、カーブ道路である場合も、自動操舵トルクを漸減させ
ている間にドライバが感じる操舵感が良好となる。
【０１１０】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、次の変形例も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しな
い範囲内で種々変更して実施できる。
【０１１１】
　＜変形例１＞
　たとえば、前述の実施形態では、トルクモードを３つに区分していたが、ｅａｓｙ、ｅ
ａｓｉｅｒは、互いに判定条件が同じであるので、実質的には、トルクモードを２つに区
分していたことになる。しかし、トルクモードを、実質的に判定条件が異なる３つ以上の
モードに区分してもよい。
【符号の説明】
【０１１２】
１：車線逸脱抑制システム　　　１０：カメラ　　　２０：車速センサ　　　３０：ヨー
レートセンサ　　　４０：舵角センサ　　　５０：加速度センサ　　　６０：白線認識装
置　　　７０：車線逸脱制御部　　　７１：逸脱判定部　　　７２：目標ライン設定部　
　　７３：目標操舵トルク演算部　　　８０：電動パワーステアリングシステム　　　８
１：ＥＰＳ－ＥＣＵ　　　８２：モータ　　　８３：舵角変化機構

【図１】 【図２】
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